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11月19日〜12月21日

「
第
30
次
地
方
制
度
調
査
会
第
25
回
専
門 

小
委
員
会
」に
泉
・
明
石
市
長
が
出
席

　

12
月
13
日
、「
第
30
次
地
方
制
度
調
査
会
第
25
回
専
門

小
委
員
会
」に
お
い
て
、
去
る
11
月
29
日
に
同
小
委
員
会
が

示
し
た
「
大
都
市
制
度
に
つ
い
て
の
中
間
報
告
（
素
案
）」
に

対
す
る
地
方
六
団
体
か
ら
の
意
見
聴
取
が
行
わ
れ
、
本
会

を
代
表
し
て
、
泉
・
明
石
市
長
が
出
席
し
た
。

　

泉
・
明
石
市
長
か
ら
は
、
全
国
市
長
会
提
出
資
料
の
と

お
り
指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
例
市
の
各
市
長
会
か
ら
意

見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
上
で
、
①
人
口

だ
け
で
な
く
、
都
市
が
地
域
で
果
た
し
て
い
る
機
能
や
役

割
な
ど
に
も
着
目
す
べ
き
で
あ
り
、
素
案
に
あ
る
特
例
市
・

中
核
市
の
統
合
に
記
載
の
あ
る「
20
万
人
以
上
」を「
20
万
人

程
度
」
に
変
更
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
、
ま
た
、
特
別
市

（
仮
称
）の
要
件
が「
２
０
０
万
人
以
上
」と
な
っ
て
い
る
が
人

口
要
件
を
課
す
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
②
大
都

市
制
度
に
お
け
る
事
務
の
特
例
は
画
一
的
な
も
の
で
な
く
、

選
択
可
能
な
制
度
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
③
権
限
移
譲

に
当
た
っ
て
は
、
権
限
、
責
任
と
併
せ
て
財
源
と
人
材
の

移
譲
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
事
務
処
理
特
例
制
度
は

都
道
府
県
と
市
町
村
の
立
場
が
対
等
で
な
い
た
め
、
例
え

ば
第
三
者
機
関
を
設
置
す
る
な
ど
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

④
制
度
設
計
に
当
た
っ
て
は
、
引
き
続
き
我
々
現
場
の
声

を
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
等
を
発
言
し
た
。

�

［
行
政
部
］

第
30
次
地
方
制
度
調
査
会
専
門
小
委
員
会
が 

「
大
都
市
制
度
に
つ
い
て
の
専
門
小
委
員
会 

中
間
報
告
」を
取
り
ま
と
め

　

12
月
20
日
、「
第
30
次
地
方
制
度
調
査
会
第
26
回
専
門

小
委
員
会
」
に
お
い
て
、「
大
都
市
制
度
に
つ
い
て
の
専
門

小
委
員
会
中
間
報
告
」が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。

　

同
中
間
報
告
で
は
、
①
指
定
都
市
と
都
道
府
県
間
に
お

け
る
二
重
行
政
の
解
消
の
た
め
、
で
き
る
だ
け
指
定
都
市

に
事
務
を
移
譲
す
る
と
と
も
に
、
税
源
配
分
も
含
め
た
財

政
措
置
の
在
り
方
を
検
討
す
べ
き
、
②
「
都
市
内
分
権
」
に

よ
り
住
民
自
治
を
強
化
す
る
た
め
、
区
の
役
割
を
拡
充
す

る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
、
③
人
口
20
万
人
以
上
で
あ
れ
ば
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泉・明石市長（中央）

保
健
所
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
中
核
市
と
な
る
と
い
う

形
で
、
中
核
市
・
特
例
市
の
両
制
度
を
統
合
す
る
、
④
条

例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
事

情
を
十
分
踏
ま
え
て
移
譲
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め

の
方
策
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
す
る
、
⑤
特
別
市（
仮
称
）

に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
指
定
都
市
へ
の
事
務
と
税
財
源
の

移
譲
を
可
能
な
限
り
進
め
、新
た
な
大
都
市
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
創
設
す
る
場
合
の
様
々
な
課
題
に
つ
い
て
引
き
続
き
検

討
を
進
め
て
い
く
等
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
専
門
小
委
員
会
で
は
、
こ
の
中
間
報
告
に
対
す

る
各
方
面
の
意
見
を
踏
ま
え
、
残
さ
れ
た
諮
問
事
項
で
あ

る
基
礎
自
治
体
の
在
り
方
と
併
せ
て
最
終
的
な
答
申
に
向

け
て
調
査
審
議
を
続
け
て
い
く
所
存
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

�

［
行
政
部
］

■
６
月
６
日
、
第
82
回
全
国
市
長
会
議
を
開
催
。

　
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
に
関
す
る
決
議
」

「
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
へ
の
対
応

と
安
全
対
策
等
に
関
す
る
決
議
」「
地
震
・
津
波
等
防
災

対
策
の
充
実
強
化
に
関
す
る
決
議
」「
真
の
分
権
型
社
会

の
実
現
を
求
め
る
決
議
」「
国
の
出
先
機
関
改
革
に
関
す

る
決
議
」「
社
会
保
障
制
度
の
充
実
強
化
に
関
す
る
決
議
」

を
決
定
。

　

前
日
の
６
月
５
日
、「
市
長
フ
ォ
ー
ラ
ム
」を
開
催
、
東

京
大
学
先
端
科
学
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
教
授
の
御
厨�

貴
氏
か
ら
「
東
日
本
大
震
災
の
復
興
へ
の
歩
み
と
都
市
自

治
体
に
期
待
す
る
こ
と
」と
題
し
特
別
講
演
。

　

ま
た
、
年
間
を
通
じ
て
都
市
防
災
に
つ
い
て
、
２
月
21

日
、「
市
長
と
語
る
21
世
紀
の
都
市
計
画
│
防
災
ま
ち
づ

く
り
│
」
を
テ
ー
マ
に
日
本
都
市
計
画
学
会
と
共
催
で
都

市
計
画
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
８
月
８
日
、「
都
市
の
防
災
と

ま
ち
づ
く
り
」
を
主
要
テ
ー
マ
に
米
国
市
長
会
と
共
催
で

第
10
回
日
米
市
長
交
流
会
議
、
10
月
11
・
12
日
、「
都
市

の
連
携
と
新
し
い
公
共
〜
東
日
本
大
震
災
で
見
え
た『
絆
』

の
可
能
性
〜
」を
テ
ー
マ
に
第
74
回
全
国
都
市
問
題
会
議
、

11
月
14
日
、「
大
災
害
へ
の
備
え
と
都
市
防
災
」を
テ
ー
マ

に
市
長
フ
ォ
ー
ラ
ム（
河
田
・
関
西
大
学
社
会
安
全
学
部
・

社
会
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
長
・
教
授
講
演
）
を
そ
れ
ぞ
れ

開
催
。

■
８
月
21
日
、
政
権
公
約
調
査
委
員
会
に
お
い
て
、
本

会
決
議
等
を
踏
ま
え
た
「
衆
議
院
議
員
選
挙
公
約
に
対
す

る
要
請
」
を
取
り
ま
と
め
、
各
政
党
幹
部
に
面
談
の
う
え

要
請
。

　

ま
た
、
経
済
対
策
、
消
費
税
、
原
子
力
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
、

地
方
分
権
等
を
主
要
テ
ー
マ
に
第
46
回
衆
議
院
議
員
総

選
挙
が
、
12
月
４
日
公
示
、
12
月
16
日
投
開
票
で
行
わ

れ
、
12
月
26
日
、
安
倍
・
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
自
公

連
立
内
閣
が
発
足
。

　

平
成
25
年
度
政
府
予
算
に
つ
い
て
は
19
年
ぶ
り
の
越
年

編
成
と
な
る
。

■
東
日
本
大
震
災
に
係
る
被
災
市
町
村
へ
の
人
的
支
援

に
つ
い
て
は
、
全
国
町
村
会
、
総
務
省
及
び
被
災
県
と

の
協
力
に
よ
り
、
中
長
期
的
な
職
員
派
遣
を
実
施
し
、

約
4
3
0
名
の
派
遣
を
決
定
。
平
成
25
年
度
に
つ
い
て

も
、
引
き
続
き
、
11
月
30
日
に
全
国
の
市
区
に
対
し
、

職
員
派
遣
の
申
出
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
被

災
市
町
村
で
働
く
意
欲
の
あ
る
Ｏ
Ｂ
職
員
の
情
報
提
供

を
併
せ
て
要
請
。

　

ま
た
、
災
害
対
策
法
制
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
本
会
で

は
、
4
月
24
日
、
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
の
意
見
等
を
政
府
に
提
出
。

　

６
月
27
日
、
災
害
対
策
基
本
法
改
正
の
第
一
弾
と
し

て
、
自
治
体
間
の
応
援
業
務
等
に
係
る
都
道
府
県
・
国
の

平
成
24
年
全
国
市
長
会
の
主
な
動
き



JANUARY 2013 市政 64市政 JANUARY 201365

Mayors'  ActionMayors'  Action Mayors'  ActionMayors'  Action

調
整
規
定
、
自
治
体
間
の
相
互
応
援
等
の
円
滑
化
、
被
災

住
民
の
広
域
避
難
に
関
す
る
調
整
な
ど
、
緊
急
に
措
置
を

要
す
る
も
の
を
盛
り
込
ん
だ
「
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
」が
可
決
・
成
立
。

　

現
在
、
国
民
の
権
利
義
務
等
を
は
じ
め
と
す
る
災

害
対
策
基
本
法
の
第
二
弾
改
正
や
、
首
都
直
下
地
震
・

南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
対
策
の
法
制
整
備
に
つ
い
て

検
討
中
。

■
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
に
つ
い
て
、
８
月
10
日
、
関

連
法
案
（
税
制
抜
本
改
革
２
法
案
、
子
ど
も
子
育
て
３
法

案
、
年
金
２
法
案
、
社
会
保
障
改
革
推
進
法
案
）が
可
決
・

成
立
。

　

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
平
成
26
年
４
月
に

8
%
、
平
成
27
年
10
月
に
10
%
（
引
上
げ
分
5
%
の
う
ち

地
方
分
は
1
・
54
%
）
と
段
階
的
に
実
施
、
ま
た
、
消
費

税
収
（
国
・
地
方
、
現
行
分
の
地
方
消
費
税
を
除
く
。）
に

つ
い
て
は
社
会
保
障
財
源
化
。

　

今
後
、
消
費
税
の
引
上
げ
に
当
た
っ
て
、
複
数
税
率
導

入
な
ど
の
低
所
得
者
対
策
、
地
方
法
人
課
税
の
在
り
方
の

見
直
し
等
が
課
題
。

　

な
お
、「
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
案
」が

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
等
と
と
も
に
第
1
8
0
回
通
常
国
会

に
提
出
さ
れ
た
が
、
衆
議
院
解
散
に
伴
い
廃
案
と
な
り
、

次
期
通
常
国
会
へ
再
提
出
予
定
。

　

社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
に
お
い
て
は
、
社
会
保
障

制
度
改
革
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
１
年
以
内
に
、
第
９

条
に
規
定
す
る
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
に
お
け
る

審
議
の
結
果
等
を
踏
ま
え
て
講
ず
る
も
の
と
す
る
と
さ

れ
、
11
月
30
日
、
有
識
者
15
人
で
構
成
す
る
同
国
民
会
議

が
発
足
。

■
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
関
連
３
法
案
に
つ
い
て

は
、
民
主
、
自
民
、
公
明
の
３
党
に
よ
る
「
社
会
保
障
・

税
一
体
改
革
確
認
書
」に
基
づ
い
て
修
正
等
が
加
え
ら
れ
、

①「
総
合
こ
ど
も
園
法
案
」に
代
わ
り
、
議
員
立
法
に
よ
る

現
行
の
認
定
こ
ど
も
園
制
度
の
拡
充
等
を
内
容
と
す
る

「
認
定
こ
ど
も
園
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」（
議
員

立
法
）、
②
修
正
さ
れ
た
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
案
」

及
び
関
係
法
律
の
整
備
法
案
が
可
決
・
成
立
。

　

ま
た
、
政
府
は
、「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
大
綱
」

（
平
成
24
年
２
月
）に
お
い
て
、「
生
活
支
援
戦
略
」を
策
定

す
る
と
し
、
生
活
困
窮
者
の
自
立
に
向
け
た
生
活
支
援
体

系
の
構
築
を
図
る
た
め
、
必
要
な
法
整
備
も
含
め
検
討
す

る
と
と
も
に
、
生
活
保
護
制
度
の
見
直
し
等
に
つ
い
て
、

地
方
自
治
体
と
と
も
に
具
体
的
に
検
討
し
、
取
り
組
む
こ

と
を
明
示
。
併
せ
て
、
厚
生
労
働
省
は
、
４
月
、
生
活
困

窮
者
対
策
と
生
活
保
護
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
一
体
的

に
検
討
す
る
た
め
、
社
会
保
障
審
議
会
に
「
生
活
困
窮
者

の
生
活
支
援
の
在
り
方
に
関
す
る
特
別
部
会
」
を
設
置
、

現
在
、「
生
活
支
援
戦
略
」に
関
す
る
主
な
論
点（
案
）に
つ

い
て
検
討
を
進
め
、
次
期
通
常
国
会
へ
の
法
案
提
出
を
目

指
す
。

■
政
府
は
、
11
月
30
日
、
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
、

基
礎
自
治
体
へ
の
権
限
移
譲
等
に
係
る
、
今
後
お
お
む
ね

２
〜
３
年
を
見
据
え
た
取
り
組
み
方
針
を
明
ら
か
に
し
た

「
地
域
主
権
推
進
大
綱
」を
閣
議
決
定
。

　

ま
た
、
本
会
で
は
、
さ
ら
な
る
権
限
移
譲
、
義
務
付
け
・

枠
付
け
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
市
区
か
ら
の
提
案
を
基
に

「
地
方
分
権
改
革
検
討
会
議
」を
中
心
に
検
討
を
行
い
、
本

会
の
提
案
事
項
と
し
て
75
項
目
に
取
り
ま
と
め
、
７
月
24

日
、
政
府
に
提
出
。

■
出
先
機
関
改
革
に
つ
い
て
は
、
２
月
以
降
５
回
に
わ
た

り
政
策
推
進
委
員
会
委
員
及
び
地
方
分
権
改
革
検
討
会
議

委
員
と
地
域
主
権
担
当
政
務
と
の
意
見
交
換
を
開
催
す
る

と
と
も
に
、
数
次
に
わ
た
り
意
見
書
等
を
提
出
し
、
地
域

住
民
の
安
全
・
安
心
に
直
接
責
任
を
有
す
る
基
礎
自
治
体

と
十
分
な
協
議
を
行
い
、
そ
の
意
見
を
反
映
さ
せ
て
、
将

来
に
禍
根
を
残
さ
な
い
制
度
の
確
立
に
つ
い
て
慎
重
に
検

討
を
重
ね
、
拙
速
に
進
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
繰
り
返
し

要
請
。

　

11
月
15
日
、
政
府
が
「
国
の
特
定
地
方
行
政
機
関
の
事

務
等
の
移
譲
に
関
す
る
法
律
案
」
を
閣
議
決
定
し
た
こ
と

か
ら
、
本
会
は
、
基
礎
自
治
体
を
重
視
し
た
地
域
主
権
改

革
の
推
進
を
標
榜
す
る
政
府
の
姿
勢
に
反
す
る
も
の
で
あ

り
、
誠
に
遺
憾
で
あ
る
旨
を
表
明
。

　

な
お
、
政
府
は
、
11
月
30
日
に
「
地
域
主
権
推
進
大

綱
」
を
閣
議
決
定
し
、
出
先
機
関
改
革
に
つ
い
て
は
、

「
引
き
続
き
基
礎
自
治
体
等
関
係
団
体
の
理
解
を
得
る

た
め
の
取
組
等
を
進
め
つ
つ
、
出
先
機
関
の
事
務
・
権

限
の
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
で
の
移
譲
の
実
現
を
目
指
す
」
と

規
定
。

■
政
府
は
、
５
月
11
日
に
「
地
方
公
務
員
制
度
改
革
に
つ

い
て
（
素
案
）」
を
示
す
と
と
も
に
、
９
月
12
日
、
地
方
公

務
員
に
お
け
る
自
律
的
労
使
関
係
制
度
に
つ
い
て
検
討
す

る
有
識
者
会
議
を
設
置
し
、
11
月
５
日
、
協
約
締
結
権
を

地
方
公
務
員
に
付
与
す
べ
き
と
す
る
報
告
書
を
取
り
ま
と

め
。
11
月
15
日
、
非
現
業
地
方
公
務
員
へ
の
労
働
協
約
締

結
権
の
付
与
、
人
事
委
員
会
勧
告
制
度
の
廃
止
、
消
防
職

員
へ
の
団
結
権
の
付
与
等
と
す
る
地
方
公
務
員
制
度
改
革

関
連
法
案
を
閣
議
決
定
し
、
国
会
に
提
出
。
同
関
連
法
案

は
、
衆
議
院
解
散
に
伴
い
廃
案
。

　

こ
の
間
、
本
会
で
は
、
1
月
27
日
、
５
月
25
日
に
、

慎
重
に
対
応
す
べ
き
等
の
意
見
を
総
務
大
臣
に
提
出
す

る
と
と
も
に
、
11
月
８
日
の
「
平
成
24
年
度
第
３
回
国
と

地
方
の
協
議
の
場
」
に
お
い
て
、
地
方
六
団
体
の
共
通
の

意
見
と
し
て
、
地
方
の
意
見
を
真し
ん
し摯

に
反
映
し
た
案
と

し
な
け
れ
ば
、
地
方
の
納
得
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
り
、
現
行
の
法
案
化
に
つ
い
て
は
反
対
で
あ
る
こ
と

を
表
明
。

　

ま
た
、
11
月
15
日
、
地
方
六
団
体
は
、「
国
と
地
方
の

協
議
の
場
」
に
お
け
る
分
科
会
を
設
置
し
議
論
を
尽
く
す

べ
き
と
の
我
々
の
意
見
に
拘
わ
ら
ず
、
法
律
案
の
閣
議
決

定
を
行
っ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
旨
を
表
明
。

■
第
30
次
地
方
制
度
調
査
会
に
お
い
て
、「
大
都
市
制
度

の
在
り
方
」に
つ
い
て
調
査
審
議
が
行
わ
れ
、
12
月
20
日
、

同
専
門
小
委
員
会
に
お
い
て
、
指
定
都
市
、
中
核
市
・
特

例
市
及
び
特
別
区
等
に
係
る
事
務
移
譲
や
住
民
自
治
の
強

化
等
を
内
容
と
す
る
「
大
都
市
制
度
に
つ
い
て
の
中
間
報

告
」を
取
り
ま
と
め
。

　

な
お
、
民
主
党
、
自
由
民
主
党
、
国
民
の
生
活
が
第
一
、

き
づ
な
、
公
明
党
、
み
ん
な
の
党
、
国
民
新
党
等
の
７
会

派
の
共
同
に
よ
り
「
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設

置
に
関
す
る
法
律
案
」が
国
会
に
提
出
さ
れ
、
８
月
29
日
、

可
決
・
成
立
。

■「
特
例
公
債
法
案
」が
成
立
し
な
い
た
め
に
国
の
平
成
24

年
度
一
般
会
計
予
算
の
財
源
が
確
保
で
き
ず
、
国
は
9
月

7
日
、
9
月
以
降
の
一
般
会
計
予
算
の
執
行
を
抑
制
す
る

こ
と
を
閣
議
決
定
。
そ
の
た
め
、
地
方
公
共
団
体
向
け
支

出
に
つ
い
て
、
道
府
県
分
の
普
通
交
付
税（
9
月
交
付
分
）

を
11
月
ま
で
月
割
り
交
付
に
す
る
な
ど
措
置
。
こ
の
よ
う

な
事
態
に
鑑か
ん
がみ
、
地
方
か
ら
は
「
地
方
交
付
税
の
執
行
抑

制
に
関
す
る
共
同
声
明
」（
地
方
六
団
体
）、「
真
の
分
権
型

社
会
の
実
現
を
求
め
る
決
議
」（
全
国
市
長
会
）
等
を
発
表

し
、
同
法
案
の
早
期
成
立
を
要
請
。
11
月
に
入
っ
て
も
法

案
審
議
が
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
11
月
2
日
に
交
付
予
定

の
普
通
交
付
税（
11
月
分
）が
市
町
村
分
も
含
め
て
交
付
さ

れ
な
か
っ
た
が
、
衆
議
院
解
散
を
前
提
に
国
会
審
議
が
急

転
し
、
11
月
16
日
に
同
法
案
は
可
決
・
成
立
。
普
通
交
付

税
は
11
月
19
日
に
交
付
。

　

な
お
、
同
法
案
の
成
立
に
よ
り
、
安
定
的
な
財
政
運
営

を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
平
成
25
年
度
〜
平
成
27
年
度
ま

で
の
３
年
間
、「
特
例
公
債
」が
発
行
可
能
。

■
９
月
18
日
、
本
会
は
、
環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携
協

定（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）交
渉
に
つ
い
て
、
国
民
に
対
す
る
詳
細
な
情

報
開
示
と
十
分
な
議
論
を
尽
く
し
、
国
民
的
な
合
意
を
得

た
上
で
、
慎
重
に
判
断
す
る
こ
と
を
求
め
る
「
環
太
平
洋

戦
略
的
経
済
連
携
協
定
交
渉
に
関
す
る
意
見
」
を
内
閣
総

理
大
臣
は
じ
め
農
林
水
産
大
臣
等
に
提
出
。

　

ま
た
、
11
月
15
日
、
経
済
連
携
協
定
等
の
在
り
方
に
係

る
適
切
な
対
応
、
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
制
度
の
充
実
、

６
次
産
業
化
の
推
進
、
担
い
手
の
確
保
対
策
の
推
進
等
を

求
め
る「
農
業
政
策
の
振
興
に
関
す
る
意
見
」を
農
林
水
産

大
臣
等
に
提
出
。

■
公
益
法
人
制
度
改
革
関
連
３
法
の
施
行
を
踏
ま
え
、
財

団
法
人
全
国
市
長
会
館
は
、
３
月
21
日
に
行
政
庁
の
東
京

都
か
ら
公
益
法
人
へ
の
移
行
認
定
を
受
け
、
４
月
1
日
付

け
で「
公
益
財
団
法
人
全
国
市
長
会
館
」に
移
行
。

　

ま
た
、「
公
益
財
団
法
人
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
」（
４
月

１
日
付
）、「
公
益
社
団
法
人
全
国
市
有
物
件
災
害
共
済
会
」

（
11
月
１
日
付
）も
そ
れ
ぞ
れ
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
移
行
認

定
を
受
け
移
行
。

■
10
月
11
、
12
の
両
日
、
盛
岡
市
に
お
い
て
、「
都
市
の

連
携
と
新
し
い
公
共
〜
東
日
本
大
震
災
で
見
え
た『
絆き
ず
な』の

可
能
性
〜
」
を
テ
ー
マ
に
、
全
国
か
ら
約
1
6
0
0
名
の

参
加
を
得
て
、
第
74
回
全
国
都
市
問
題
会
議
を
開
催
。

　

２
日
間
の
議
論
を
踏
ま
え
、「
私
た
ち
す
べ
て
の
未
来

は
被
災
地
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
る
と
と
も

に
、
被
災
地
の
復
旧
・
復
興
が
長
期
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
、

今
後
も
被
災
地
に
寄
り
添
い
な
が
ら
支
援
を
継
続
し
て
い

く
決
意
で
あ
る
」旨
の「
大
会
宣
言
」を
決
定
。


